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アメリカにおける児童虐待に関する研究（1）

　　　　　マサチューセッッ州の現況

児童家庭福祉研究部 須永 進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　　　約

　今日・アメリカにおける児童虐待の問翠は極めて深刻な状況を迎えている・1990隼の推計では被虐待

児童の数が全国で約250万人に達するという。なかでも、マサチューセッツ州ではその数が年々増加

し、通告件数に限ってみると82，831件に違し、前年に比べ工7％増となうている。こうした状混

のなかで同州では連邦政府の政策理念を踏まえつつ州独自の理念に蕾づいて対応にあたっている・その

ため、比較的早い段階からD　S　S（the　Depar加e鴻02Social　Services｝が中心になってそのシステム

化が行われ現在に至っている。しかしながら、増え続ける児意虐待にたいしなお問題点を抱えているこ

とも事実となっている。被虐待児意の家庭や家族にたいする支援のための財政的基盤の問題をはじめ、

舞困や失業問題さらにはD瓢3などによって引き起こされる崩壊家庭の増加・ソーシャル・ワーカーの

過重労働と高い熱戦率による支援体制の不備など、困難な状況に直面している。

　他万・我が国においても近年児童虐待の発生件数が増える傾向にあることから・早急に総合的な対応

システムの構築が急がれるべき時機にきている。

見出し語；　児童廣待，　DSS、　被虐待児童、　ソーシャル・ワーカー
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　瓦．はじめに

　裁が国に比ぺ、アメリカの家庭やそれを構成する家族

の形態は、多様性と特殊性に富んでいる。と同時に．抱

える問題も複雑で醗を伴う場合砂敏ない沖でも

近卑魯増の一途を続ける児童庖待（Ch且d晒聡elの問題

は極めて深刻な状況になっている。アメリカの場合．さ

まざまな理由によって全体の児窟虐待の発生件数を正し

く把握するのは困難であるが、推計で見るとユ年問に約

20
0万人以上mの児意がその鐵牲になっており、潜

征的な数を含めると、予想をはるかに越えるものと思わ

れる。しかし・アメリカでこの児猛虐待が一般に意識さ

れながらも具俸的な対応が図られるようになるのは、最

近のことセあり、その根拠となる法的楚備は1974年の児

童慮待防止法（CAPτA＝Child　Abuse　Prevent正on　and

Treat閃ent直ot｝にはじまる。

　運邦政府ではこれを受けて、児童虐待を次のように定一

義している。

　　18歳未満あるいは州の児霊保護法で規定する年齢以

　下の児童に対し、養育貴任者が当該児童の健康または

　禰祉が損なわれる、あるいは脅かされるような深刻な

　状況の下で、身体的、靖神的傷害、性的虐待・搾取、

　放任・無視などの行為をいう。また、乳幼児の生存そ

　のものを脅かす状況に置くことをいう。

　また、披膚待児童の家庭や家族に対する援助及びサー

ビスの提供にあたっては次のような基本的原則‘騨に基

づいて行われる。

　　児童の安全の確認

　　家庭は児童にとって最も呈ましい場であり、州当局

　　の介入は児童を保護する必要性が明白な場合に限定

　　される。

③　家族に代わる餐育は一時的な解決であって、最終的

　　には親と子の轄びつきを図ることが基本となる。

①

②

　（1｝児童虐待にたいする対応システム

　州政府の基本理念と原則を受けて、児童虐待を担当す

る機開どして1980隼にDSSが設立されるととも‘こ、州内

26地域に計4働前の虻eaOfficesが設けられ、対応に

あたっている。

　児童虐待にたいしては通常次のような蕾本的ブロセス

がとられるg　（図1）

　まず、一般人及び通告鍍務者（制andatedl‘‘，からの通

告〔R壱portof義buseor晦91ect）がDSSあるいは

肚ea　Off昆cesに入ると、それが事実か否かめ確認（Scr－

ee戚nglが行われる。また同時に、そのケースが緊急を

要するかどうかも併せて検討される。

　　　　　　　　（図1）

　現在、一部の彊（ミシシッビー．ノー久カロライナ、

テキサス、ウエスト・ヴァージニアの4州）以外ではこ

の定義をもとに、州独自の対応規定を定め、さらにきめ

の紐かい政策を実鹿している。

Report　of　ムbuse　or　Ne91ect

　2．マサチューセッッ州の現祝

　アメリ 力票部に位置するマサチューセッツ州では、運

邦政府のCAPTAを受けて、1983隼に通告義務法が制定さ

れ、契質的な対応を行っているっ同州の基本理念を要約

すると次の通りである。倒

　　州と往会福祉局l　DSS＝Depart皿ent　of　Soc三a王Se－

　vices）は、すべての家庭が児逓を養育し、保護する

　すること 瑚できるように支援し援助する。そのため。

　DSSは家蕨をひとつの単位として縦持できろように、
あらふる　融庭を援助するための努力を行［劃

　うgヤかし．家庭が児意に対して十分な養育と保護を

　与えることができない，あるいは与えない場合．DSS

　は児霊の権利、すなわち児髭の健飯と正常な身体的、

　情緒的発達の権利を守るために、〔家庭や家族）介入

（援助活動）を行う。
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　　　　　　　　　　　　　　須永 ：

　検討の結果、虐待の幾いが認められるとさらに詳し夕、

調査（lnvestigatelが行われ．介入すべきかどうかISu－

ppr七〇r　Unsuppo鴬1が決定される。その際、児童の竃か

れている状況を可能な限り正しく把握するため、情報収

集がさまざまな方法によって行われ。そのケースに適し

たサーピスが被膚待児童と家庭・家族に提供される。ま

たサービスの提供にあたっては必要に応じて家庭裁判所

をはじめ、警察、学校、病院、民問のポランティアなど

による協力を得て行われることが多い。

アメリカにおける児童虐待に関する研究ω

　　（2）児童虐待の現涜

　1990年度のマサチュ』セッツ州における状況をDSSの

年次報告薔IC赴ildMaユtreat電entSt詮tistics，19901‘5｝

に蕃づいてまとめると次のようになる。

　a．児童虐待の発生件数と年次推移

　　（表1）は、1gs3年以降の通告件数（延べ数）1と調奮

件数及び援助件数の推移を裏している。

　　　　　　　　　（表1）
①通告件数（Repo篤ed評O．1
　無度　　　　　件数　　　　　　無次推移【％）
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　まず、通告件数では年々その数が増加しているが。特

に88年以降はその傾向が著しい。また、児童虐待の疑い

・が認められ実際の調査が行われた件数は、一時期（36、

田年1減少したが以後再び増えている・それに伴って・

援助を受けた件数も87年を除いて一貫して増加の傾同が

見られる。

　全体的にはここ数年、マサチューセッッ州における児

童膚待はアメリカ全体の動向と同様に増加を続けている

と見ることができよう。

　b．地域性との関連

　次に地域別に児童膚待の発生率を見ると、重複をさけ

た10，000人あたウの割合では、7つの地域（Suffolk，

Fraoklin，　Berkshire，　H卸pden，　 Barns亀able，　Br工sto1、

Essex）が高く、州全体の平均を上回っている。・レなか

でも、S吠fo嵐地区のポストンとブロックトンは極めて

高い件数となっている。それについて、DSSではこの地

域の特殊性について次のように分析している。固

　この地域は，

1．　AFDC 1A五d　t6　Faロi工ies　“ith　Depende聴t　Ch江1dren

　　；要養護児童のいる家庭への援助）の家庭が多い。

2．親の多くが低年韓で出産している。

3．S三ngle⑳therが多い。

4． 虐待への通告串が他の地域に比べ高い。

　などである。

　c．親の生活や経済状況

　先の地域性に加えて、．恥組ectによる虐待の発生には

親の失業率や個人所得と深い開運が見られる。特に州平

均より発生率の高い地域には、そ’うした傾同が表れてい

るというg　（表2）

　　　　　　　　　　（表2）
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　　　　d．Drug・アルコールの常用と児童膚待

　　　　この他．DSSではマサチューセッツ州における児意虐

　　　待の背景として親のコカイン、クラックといったDrug

　　　常用やアルコールをあげている。なかでも、コカインと

　　　国eglect、アルコールとPhys二cal　abuseに強い相関関

　　　係が見られると分析している，〔7，
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　e。年齢別にみる児童虐待の特徴

　児童虐待のうち発生件数のもっとも多い馳gle帥〔無

視・放任）については（図2）に示されている・それに

よると、男児・女児ともに1歳前後の時期にもっとも多

く、母齢が上がるにつれてその数は減少している。また

12歳から16歳にかけての一時期女児にNeglectがみられ

るが、以後男児と同様減少する。

　漉81ectによる虐待は親の養育力の不足をはじめ、無

関心や養育にかかわれない何らかの理由（貧困．病気な

ど）に起因するケースが少なくないが、児滝の成長・発

遣の観点で見るかぎり望ましいとは雷い難く、特に発生

率の高い乳幼時期の児覚にたいする影響は無視できない。

　また、近年深刻な問題となっているSexua1簡usel性

的艦待）の状況を（図3）で見ると、いくつか特徴が衰

れている。

　まず、男児より女児に被慮待児が多く、それはすべて

の隼齢に共通している。

　次に発生時の年齢では男児の場合、5歳をビークに以

後減少しているが、女児は3歳と旦5歳の2つの時潮に発

生串が高くなっていることがわかる。

　このSexual　Abuse に関しては、児童のその後の精神

的・情緒的発違に加え、異性観や人問観の形成に多大な

影響を及ぼしかねないこ とから適切な対応が強く求めら

れる。
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　　　第29集

　3．まとめ

　以上のようにマサチューセッツ州における児童膚待の

現況と対応にっいて擬観したが、全体にマニュアル化の

進んでいる同州においてなお、いくっか誤題を抱えてい

る。たとえば・被虐待児の綬擢や家庭にたいする公橿介

入の是非をはじめ・急増するケースを抱え過剰労働を強

いうれ、近年高い離臓翠を示しているSocia1恥でke℃

にase肋rker）の問題、さらに被虐待児の家庭や家族に

たいする支援のための財政の確保などがそれである。

　一方現在の我が国の状況をみると、児痙虐待の発生件

数鮒や被害程度においてアメリカのそれを大きく下回

っているといわれているが今後の動両によっては急速に

増加し、深刻化することも十分考えられる。そうしたこ

とから児意の生命と生存を守り育てていくためにも児童

膚待にたいしより具体的な対応システムの構築が急務と

なっている。
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（注）

LAHA〔theA吼erican隠u陥ne良ssociaしion；米国

　愛護協会）報告による

2　CMR（Co匹■o駒噺ealthofMassachusettsPsRegu1－

　atio馳s），Sta亀e田entofPhi1osopby．P肛，王985

3　　工bid，P11

4，マサチューセッツ州では、被虐待児翼の発見にあた

　て通告義務制（酬a論daしedlを採用している。その義

　務を負うものとして、福祉はじめ、法律、教育》医

　療関係者などとなっている。その他．一殻の人によ

　る通答（電語もしくは文盛）も常時受けている。

5・　Co昂円on冒ea工t卜　of　Massach聞setts　，　Depaτtment　of

　Social　Services　〔　DSS　｝　＝　CHILD　酎轟しTRE《丁酬E麗τ

　STATISTICS，1990

5．マサチューセッツ州のDSSで児滋虐待を担当してい

　るJuna　Hersko戯tz　ID『ecヒorlの分所による。

　三bid，P4

7．　ib瓦d，P29

8．我が国における児猛慮待の母問発生件殻（推計煙）

　はr社会福祉行政業務報告』によると、　19駒年に

　1，【OL件となっている。これを児慰1，000人あたり

　でみると、0．049になる。

q　　　　2　　　　娼　　　　6　　　　’o　　　　監O　　　I2　　　15　　　【o

　　　　　　　AGεみτ麟腐丁『c▲πON　

　本研究は、「平成3年度　家庭・出生問題総合調査研

究推進事業』のうちr外国への日本人研究者派遣蔀業に

よる調査研究報告」に基づき．その一部をまとめたもの

である。
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